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議案第１号 

 

恵庭市教育委員会教育長の任命の同意について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項

の規定により、恵庭市教育委員会教育長を次のとおり任命したいので同意を求める。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

〔氏  名〕  岩 渕   隆 

〔住 所〕   

                      

〔生年月日〕       
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教育委員会教育長の任命 
 
退任となる教育長 
氏  名 穂 積 邦 彦 生年月日  
住  所  
任  期 自 平成３０年４月１日 ～ 至 令和３年３月３１日 
退任事由  任期満了 

 
任命する教育長（新任） 
氏  名 岩 渕   隆 生年月日  
住  所                                 

               
任  期 自 令和３年４月１日 ～ 至 令和６年３月３１日 
最終学歴   

 
＜職歴＞ 
昭和５８年 ４月 ～ 平成 元年 ３月  中標津町立俣落小中学校 事務職員 
平成 元年 ４月 ～ 平成 ５年 ３月  北海道教育庁実習船管理局 主事 
平成 ５年 ４月 ～ 平成 ７年 ５月  北海道立青年の家 主任 
平成 ７年 ６月 ～ 平成１０年 ３月  北海道教育庁企画管理部給与課 主任 
平成１０年 ４月 ～ 平成１２年 ３月  北海道教育庁生涯学習部 
平成１０年 ４月 ～ 平成１２年 ３月  生涯学習振興課 主任 
平成１２年 ４月 ～ 平成１５年 ３月  北海道教育庁根室教育局企画総務課 主査 
平成１５年 ４月 ～ 平成１７年１０月  北海道教育庁十勝教育局企画総務課 
平成２７年 ６月 ～ 平成２８年 ３月  給与係長 
平成１７年１１月 ～ 平成１８年１０月  知事政策部知事室国際課 主査 
平成１８年１１月 ～ 平成２１年 ３月  北海道教育庁総務政策局総務課  主査 
平成２１年 ４月 ～ 平成２２年 ３月  北海道教育庁総務政策局総務課  主査 
平成２２年 ４月 ～ 平成２３年 ５月  北海道教育庁学校教育局健康体育課 主幹 
平成２３年 ６月 ～ 平成２７年 ５月  北海道教育庁総務政策局総務課 主幹 
平成２７年 ６月 ～ 平成２８年 ３月  北海道教育庁学校教育局義務教育課 
平成２７年 ６月 ～ 平成２８年 ３月  教育環境支援担当課長 
平成２８年 ４月 ～ 平成３０年 ５月  北海道教育庁総務政策局総務課長 
平成３０年 ６月 ～ 平成３１年 ３月  北海道教育庁石狩教育局長 
平成３１年 ４月 ～ 現在         北海道立図書館長 
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根 拠 法 令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
定   数 １人 
任 期 ３年（ただし、補欠の教育長の任期は、前任者の残任期間とする。） 

資 格 要 件 
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高

潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長

が、議会の同意を得て、任命する。 

禁止事項等 

教育長の任命については、そのうち委員の定数に１を加えた数の２分

の１以上の者が同一の政党に所属することとなってはならない。 
教育長は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執

行機関として置かれる委員会の委員（教育委員会にあっては、教育長及

び委員）若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務

員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼

ねることができない。 
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議案第２号 

 

恵庭市公平委員会委員の選任の同意について 

 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、恵庭市公

平委員会委員を次のとおり選任したいので同意を求める。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

〔氏  名〕  内 倉 真裕美 

〔住  所〕   

〔生年月日〕   
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公平委員会委員の選任 
 

退任となる委員 

 氏  名 内 倉 真裕美 生年月日  

 住  所  

 任  期 自 平成２９年４月１日 ～ 至 令和３年３月３１日 

退任事由 任期満了 

 

選任する委員（再任） 

 氏  名 内 倉 真裕美 生年月日  

 住  所  

 任  期 自 令和３年４月１日 ～ 至 令和７年３月３１日 

最終学歴  

 

＜公職歴＞ 

 平成 ５年 ４月 ～ 現在 公平委員会委員（平成２０年４月から委員長） 

 平成１０年１１月 ～ 現在 花のまちづくり推進会議委員 

 （平成２７年４月から会長） 

 平成２８年 ７月 ～ 令和 ２年 ６月  水と緑のまちづくり審議会委員 

 

＜職 歴＞ 

 昭和５０年 ４月 ～ 昭和５１年 ３月 寺本商事株式会社 

 昭和５１年 ４月 ～ 昭和５２年 ６月 フリーデザイナー 

 平成２３年１１月 ～ 現在 株式会社きゃろっと 

 

 

 根 拠 法 令 地方公務員法 

 委 員 数 ３人 

 任    期 ４年 

資 格 要 件 

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の

処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、

議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。 

禁止事項等 
委員の選任については、そのうちの２人が、同一の政党に属する者と

なることとなってはならない。 
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議案第３号 

 

恵庭市税条例の一部改正について 

 

恵庭市税条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市税条例の一部を改正する条例 

 恵庭市税条例（昭和５１年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗

用のものに対する第８９条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

附則第１７条第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

  （軽自動車税に関する経過措置） 
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第２条 この条例による改正後の恵庭市税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 
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恵庭市税条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条～第 149 条 (略) 

 

附 則 

第 1 条～第 15 条 (略) 

 

 (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30 条第 1 項に規定する 3 輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が最初の法第 444 条第 3 項に規定する車両番号の指定(次

項から第 4 項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月

から起算して 14 年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割に係る第 89 条の規定の適用については、当分の間、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 

2～4 (略) 

第 1 条～第 149 条 (略) 

 

附 則 

第 1 条～第 15 条 (略) 

 

 (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30 条第 1 項に規定する 3 輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が最初の法第 444 条第 3 項に規定する車両番号の指定(次

項から第 5 項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月

から起算して 14 年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割に係る第 89 条の規定の適用については、当分の間、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

(略) 

2～4 (略) 

5 法附則第 30 条第 2 項第 1 号及び第 2 号に掲げる 3 輪以上の軽自動車

のうち、自家用の乗用のものに対する第 89 条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和 4 年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該軽自動車が令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 5 年度分の軽自動車税 
 

1
1



 

現行 改正案 

 

 

 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第 17 条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3 輪以上の軽

自動車が前条第 2 項から第 4 項までの規定の適用を受ける 3 輪以上の

軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第 30 条の 2 第 1 項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。 

1・2 (略) 

 

第 18 条～第 28 条 (略) 

の種別割に限り、第 2 項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第 17 条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3 輪以上の軽

自動車が前条第 2 項から第 5 項までの規定の適用を受ける 3 輪以上の

軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第 30 条の 2 第 1 項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。 

1・2 (略) 

 

第 18 条～第 28 条 (略) 

 

1
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議案第４号 

 

恵庭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について 

 

恵庭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を次のとおり改正することにつ

いて議決を求める。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 恵庭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（平成３年条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

柏陽北地区

整備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された千歳恵庭圏都

市計画柏陽北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた

区域 

別表第２に次のように加える。 

柏 陽 北

地 区 整

備 計 画

区域 

  次の各号に掲げ

る建築物 

１ 住宅 

２ 共同住宅、寄

宿舎又は下宿 
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３  マ ー ジ ャ ン

屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投

票券発売所、場

外車券売場その

他これらに類す

るもの 

４ 学校、図書館

その他これらに

類するもの 

５ 神社、寺院、

教会その他これ

らに類するもの 

６ 老人ホーム、

保育所、福祉ホ

ームその他これ

らに類するもの

（ただし、事業

所の従業員のた

めの保育所を除

く。） 

７ 畜舎 

附 則 

この条例は、柏陽北地区の地区計画の決定に係る千歳恵庭圏都市計画の決定又は変更に

関する都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項（同法第２１条第２項の

規定により準用する場合を含む。）の規定による告示の日から施行する。 
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恵庭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条～第 15 条 (略) 

 

別表第 1(第 2 条関係) 

名称 区域 

(略) 

戸磯南地区整

備計画区域 
(略) 

 

 

 

 

別表第 2(第 3 条―第 9 条関係) 

地区

整備

計画

区域

の名

称 

計画

地区

の名

称 

ア イ ウ エ オ カ キ ク 

建築して

はならない

建築物 

建築物

の延べ

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築物

の建築

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度 

建築物の外壁等

の面から道路境

界線又は隣地境

界線までの距離

の最低限度 

建築物

の高さ

の最高

限度 

建築物

の延べ

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

低限度 

建築物

の建築

面積の

最低限

度 

(ア) (イ) 

(略) 
戸磯

南地

区整 

 次の各号

に掲げる建

築物 

        

 
 

第 1 条～第 15 条 (略) 

 

別表第 1(第 2 条関係) 

名称 区域 

(略) 

戸磯南地区整

備計画区域 
(略) 

柏陽北地区整

備計画区域 

都市計画法第 20 条第 1 項の規定により告示され

た千歳恵庭圏都市計画柏陽北地区地区計画の区域

のうち、地区整備計画が定められた区域 

 

別表第 2(第 3 条―第 9 条関係) 

地区

整備

計画

区域

の名

称 

計画

地区

の名

称 

ア イ ウ エ オ カ キ ク 

建築して

はならない

建築物 

建築物

の延べ

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築物

の建築

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

建築

物の

敷地

面積

の最

低限

度 

建築物の外壁等

の面から道路境

界線又は隣地境

界線までの距離

の最低限度 

建築物

の高さ

の最高

限度 

建築物

の延べ

面積の

敷地面

積に対

する割

合の最

低限度 

建築物

の建築

面積の

最低限

度 

(ア) (イ) 

(略) 
戸磯

南地

区整 

 次の各号

に掲げる建

築物 

        

 
 

 

1
5



 

現行 改正案 
 

備計

画区

域 

 1 カラオケ

ボックス

その他こ

れに類す

るもの 
2 神社、寺

院、教会そ

の他これ

らに類す

るもの 
3 老人福祉

センター、

児童厚生

施設その

他これら

に類する

もの 
4 自動車教

習所 
5 畜舎 

        

 

  1 カラオケ

ボックス

その他こ

れに類す

るもの 
2 神社、寺

院、教会そ

の他これ

らに類す

るもの 
3 老人福祉

センター、

児童厚生

施設その

他これら

に類する

もの 
4 自動車教

習所 
5 畜舎 

        

柏陽

北地

区整

備計

画区

域 

 次の各号

に掲げる建

築物 
1 住宅 
2  共 同 住

宅、寄宿舎

又は下宿 
3 マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発

売所、場外

車券売場

        

 

1
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現行 改正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 3 (略) 

 

別表第 3 (略) 

  その他こ

れらに類

するもの 
4 学校、図

書館その

他これら

に類する

もの 
5 神社、寺

院、教会そ

の他これ

らに類す

るもの 
6 老人ホー

ム、保育

所、福祉

ホームそ

の他これ

らに類す

るもの（た

だし、事業

所の従業

員のため

の保育所

を除く。） 
7 畜舎 

        

 

1
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議案第５号 

 

   恵庭市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 恵庭市国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 恵庭市国民健康保険税条例（昭和５１年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし書中「１６

万円」を「１７万円」に改める。 

第２１条第１項中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、同

項第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被

保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定

する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所

得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６

０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０

万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条に
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おいて「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、同号ア及びイ

中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同項第２号及び第３号中「３３万円」を「４３万

円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、同条第２項を削る。 

附則第２項中「（昭和４０年法律第３３号）」を削り、「同項中「法第７０３条の５に規定す

る総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を加え、「、「法」を「「法」に改め、「する。）」の

次に、「及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」を加える。 

附則第４項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の恵庭市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
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恵庭市国民健康保険税条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条 (略) 

 

(課税額) 

第 2 条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる

額の合算額とする。 

(1)～(3) (略) 

2 前項第 1 号の基礎課税額は、世帯主(前条第 2 項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が 61 万円を超える場合においては、基礎課税額は、61 万円

とする。 

3 (略) 

4 第 1 項第 3 号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である

世帯主(前条第 2 項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金

課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が 16 万円を超える

場合においては、介護納付金課税額は、16 万円とする。 

 

第 3 条～第 20 条 (略) 

第 1 条 (略) 

 

 (課税額) 

第 2 条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる

額の合算額とする。 

(1)～(3) (略) 

2 前項第 1 号の基礎課税額は、世帯主(前条第 2 項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が 63 万円を超える場合においては、基礎課税額は、63 万円

とする。 

3 (略) 

4 第 1 項第 3 号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である

世帯主(前条第 2 項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金

課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が 17 万円を超える

場合においては、介護納付金課税額は、17 万円とする。 

 

第 3 条～第 20 条 (略) 

 

2
1



 

現行 改正案 

 (国民健康保険税の減額) 

第 21 条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、第 2 条第 2 項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 61 万

円を超える場合には、61 万円)、同条第 3 項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額

が 19 万円を超える場合には、19 万円)並びに同条第 4 項本文の介護納

付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得

た額が 16 万円を超える場合には、16 万円)の合算額とする。 

(1) 法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、33 万円                          

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

(国民健康保険税の減額) 

第 21 条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、第 2 条第 2 項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 63 万

円を超える場合には、63 万円)、同条第 3 項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額

が 19 万円を超える場合には、19 万円)並びに同条第 4 項本文の介護納

付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得

た額が 17 万円を超える場合には、17 万円)の合算額とする。 

(1) 法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43 万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法

第 703 条の 5 に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和 40 年法律

第 33 号)第 28 条第 1 項に規定する給与所得について同条第 3 項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第 1 項に規定する給与

等の収入金額が 55 万円を超える者に限る。)をいう。以下この号にお

いて同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第

703 条の 5 に規定する総所得金額に係る所得税法第 35 条第 3 項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第 4 項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者(年齢 65 歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が 60 万円を超える者に限り、年齢 65 歳以上の 
 

2
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現行 改正案 

                                  

                                  

                                  

                                  

              を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る      被保険者均等割額  

被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除く。)1 人について 1

万 8,760 円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る     世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア)～(ウ) (略) 

ウ～カ (略) 

(2) 法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、33 万円                           

                                

                                

                  に被保険者及び特定同一世

帯所属者 1 人につき 28 万 5,000 円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) 

(3) 法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額 

者にあっては当該公的年金等の収入金額が 110 万円を超える者に限

る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条

において「給与所得者等の数」という。)が 2 以上の場合にあっては、

43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額  

被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除く。)1 人について 1

万 8,760 円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次 

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア)～(ウ) (略) 

ウ～カ (略) 

(2) 法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43 万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が 2 以上の場

合にあっては、43 万円に当該給与所得者等の数から 1 を減じた数に

10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世

帯所属者 1 人につき 28 万 5,000 円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) 

(3) 法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額 
 

2
3



 

現行 改正案 

が、33 万円                           

                                

                                

                  に被保険者及び特定同一世

帯所属者 1 人につき 52 万円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前 2 号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) 

2 市長は、国民健康保険税の納税義務者について、当該納税義務者又は

その世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その

他の事情により前項第 3 号の規定による減額が適当でないと認める場

合には、当該減額を行わないものとする。 

 

第 21 条の 2～第 26 条 (略) 

 

   附 則 

1 (略) 

 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)

第 35 条第 3 項に規定する公的年金等に係る所得について同条第 4 項に

規定する公的年金等控除額(年齢 65 歳以上の者に係るものに限る。)の 

が、43 万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が 2 以上の場

合にあっては、43 万円に当該給与所得者等の数から 1 を減じた数に

10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世

帯所属者 1 人につき 52 万円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前 2 号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) 

 

 

 

 

 

第 21 条の 2～第 26 条 (略) 

 

   附 則 

1 (略) 

 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法            

第 35 条第 3 項に規定する公的年金等に係る所得について同条第 4 項に

規定する公的年金等控除額(年齢 65 歳以上の者に係るものに限る。)の 
 

2
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現行 改正案 

控除を受けた場合における第 21 条第 1 項の規定の適用については、同

項中「法第 703 条の 5 に規定する総所得金額        」とあ

るのは、「法第 703 条の 5 に規定する総所得金額(所得税法第 35 条第 3

項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第 2 項第 1 号の

規定によって計算した金額から 15 万円を控除した金額によるものとす

る。)                           」と

する。 

3 (略) 

 (長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第 34 条第 4 項の譲渡所得を有する場合における

第 3 条、第 6 条、第 8 条及び第 21 条第 1 項の規定の適用については、

第 3 条第 1 項中「及び山林所得金額の合計額から同条第 2 項」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲

渡所得の金額(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 33 条の 4 第 1

項若しくは第 2 項、第 34 条第 1 項、第 34 条の 2 第 1 項、第 34 条の 3

第 1 項、第 35 条第 1 項、第 35 条の 2 第 1 項          又

は第 36 条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法

第 31 条第 1 項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)

の合計額から法第 314 条の 2 第 2 項」と、「及び山林所得金額の合計額 

控除を受けた場合における第 21 条第 1 項の規定の適用については、同

項中「法第 703 条の 5 に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあ

るのは「法 第 703 条の 5 に規定する総所得金額(所得税法第 35 条第 3

項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第 2 項第 1 号の

規定によって計算した金額から 15 万円を控除した金額によるものとす

る。) 及び山林所得金額」と、「110 万円」とあるのは「125 万円」と

する。 

3 (略) 

 (長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第 34 条第 4 項の譲渡所得を有する場合における

第 3 条、第 6 条、第 8 条及び第 21 条第 1 項の規定の適用については、

第 3 条第 1 項中「及び山林所得金額の合計額から同条第 2 項」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲

渡所得の金額(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 33 条の 4 第 1

項若しくは第 2 項、第 34 条第 1 項、第 34 条の 2 第 1 項、第 34 条の 3

第 1 項、第 35 条第 1 項、第 35 条の 2 第 1 項、第 35 条の 3 第 1 項又

は第 36 条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法

第 31 条第 1 項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)

の合計額から法第 314 条の 2 第 2 項」と、「及び山林所得金額の合計額 
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現行 改正案 

(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額

の合計額(」と、同条第 2 項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の

金額」と、第 21 条第 1 項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

5～13 (略) 

(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額

の合計額(」と、同条第 2 項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の

金額」と、第 21 条第 1 項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。 

5～13 (略) 
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議案第６号 

 

   恵庭市介護保険条例の一部改正について 

 

 恵庭市介護保険条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

   恵庭市介護保険条例の一部を改正する条例 

 恵庭市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第６条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、同条第２項から第４項までを次のように改める。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１万１，５００円と

する。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合にお

いて、前項中「１万１，５００円」とあるのは、「１万７，２００円」と読み替えるものと

する。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合に
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おいて、第２項中「１万１，５００円」とあるのは、「３万１，６００円」と読み替えるも

のとする。 

第６条第５項から第８項までを削る。 

附則第３条及び第４条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改める。 

附則第５条を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の恵庭市介護保険条例の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料

について適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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恵庭市介護保険条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条～第 4 条 (略) 

 

(保健福祉事業) 

第 5 条 市は、被保険者が利用する高額介護サービス等のための費用に係

る資金の貸し付けを行うことができる。 

 

(保険料率) 

第 6 条 平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度における保険料率は、

当該年度分の保険料の賦課期日(法第 130 条に規定する保険料の賦課期

日をいう。以下同じ。)における次の各号に掲げる第 1 号被保険者(法第

9 条第 1 号に規定する第 1 号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)～(10) 

2 所得の少ない第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項

第 1 号に該当する者の平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度におけ

る保険料率は、同号の規定にかかわらず、2 万 100 円とする。 

3 第 1 項第 1 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和元年度における保険料率は、前項の規定にかかわらず、1 万

5,800 円とする。 

 

4 第 1 項第 2 号に掲げる第 2 号被保険者についての保険料の減額賦課に 

第 1 条～第 4 条 (略) 

 

 

第 5 条 削除 

 

 

(保険料率) 

第 6 条 令和 3 年度から令和 5 年度まで の各年度における保険料率は、

当該年度分の保険料の賦課期日(法第 130 条に規定する保険料の賦課期

日をいう。以下同じ。)における次の各号に掲げる第 1 号被保険者(法第

9 条第 1 号に規定する第 1 号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)～(10) 

2 前項第 1 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和 3 年度から令和 5 年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、1 万 1,500 円とする。 

3 前項の規定は、第 1 項第 2 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和 3 年度から令和 5 年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において、前項中「1 万 1,500 円」

とあるのは、「1 万 7,200 円」と読み替えるものとする。 

4 第 2 項の規定は、第 1 項第 3 号に掲げる第 1 号被保険者についての保 
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現行 改正案 

係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2 万

4,400 円とする。 

 

5 第 1 項第 3 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3 万

3,100 円とする。 

6 第 1 項第 1 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和 2 年度における保険料率は、第 2 項の規定にかかわらず、1 万

1,500 円とする。 

7 第 1 項第 2 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和 2 年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、1 万

7,200 円とする。 

8 第 1 項第 3 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和 2 年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3 万

1,600 円とする。 

 

第 7 条～第 17 条 (略) 

 

   附 則 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

険料の減額賦課に係る令和 3 年度から令和 5 年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合において、第 2 項中「1 万 1,500

円」とあるのは、「3 万 1,600 円」と読み替えるものとする。 
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現行 改正案 

(令第 39 条第 1 項の市町村が定める額) 

第 3 条 平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度における保険料額の算

定に係る令第 39 条第 1 項の市町村が定める額は、次に掲げるとおりと

する。 

(1)～(4) (略) 

 

(令第 39 条第 1 項の市町村が定める割合) 

第 4 条 平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度における保険料額の算

定に係る令第 39 条第 1 項の市町村が定める割合は、次に掲げるとおり

とする。 

(1)～(10) (略) 

 

(改正法附則第 14 条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関

する経過措置) 

第 5 条 法第 115 条の 45 第 1 項に規定する介護予防・日常生活支援総合

事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、

その円滑な実施を図るため、平成 27 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31

日までの間は行わず、平成 29 年 4 月 1 日から行うものとする。 

2 法第 115 条の 45 第 2 項第 4 号に掲げる事業については、その円滑な

実施を図るため、平成 27 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間

は行わず、平成 29 年 4 月 1 日から行うものとする。 

(令第 39 条第 1 項の市町村が定める額) 

第 3 条 令和 3 年度から令和 5 年度まで の各年度における保険料額の算

定に係る令第 39 条第 1 項の市町村が定める額は、次に掲げるとおりと

する。 

(1)～(4) (略) 

 

(令第 39 条第 1 項の市町村が定める割合) 

第 4 条 令和 3 年度から令和 5 年度まで の各年度における保険料額の算

定に係る令第 39 条第 1 項の市町村が定める割合は、次に掲げるとおり

とする。 

(1)～(10) (略) 
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現行 改正案 

3 法第 115 条の 45 第 2 項第 5 号に掲げる事業については、その事業の

実施に必要な準備のため、平成 27 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

までの間は行わず、平成 29 年 4 月 1 日から行うものとする。 

4 法第 115 条の 45 第 2 項第 6 号に掲げる事業については、その円滑な

実施を図るため、平成 27 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間

は行わず、平成 29 年 4 月 1 日から行うものとする。 
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議案第７号 

 

   恵庭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

 

 恵庭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のと

おり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

恵庭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年条

例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下「主任介護支援専門員」という。）」

を、「ならない。」の次に「ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得

ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を同項に規定

する管理者とすることができる。」を加える。 

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に、「第６条第１項の管

理者」を「同条第１項に規定する管理者」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

３ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、同項中「、第６条第２項」

とあるのは「令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の指定を受けている事業所（同日
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において当該事業所における第６条第１項に規定する管理者（以下「管理者」という。）が、

主任介護支援専門員でないものに限る。）については第６条第２項」と、「介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）を同条第１項に規定する」とあるのは「引き続き、令和３年３

月３１日における管理者である介護支援専門員を」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条第２項にただし書を加える改正規定は、

令和３年４月１日から施行する。 
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恵庭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条～第 5 条 (略) 

 

(管理者) 

第 6 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤

の管理者を置かなければならない。 

2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第

36 号)第 140 条の 66 第 1 号イ(3)に規定する主任介護支援専門員    

                でなければならない。        

                                 

                                 

                   

3 (略) 

 

第 7 条～第 33 条 (略) 

 

附 則 

1 (略) 

(経過措置) 

2 平成 33 年 3 月 31 日までの間は、第 6 条第 2 項の規定にかかわらず、

介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を第 6 条第 1 項の管理者 

   とすることができる。 

第 1 条～第 5 条 (略) 

 

(管理者) 

第 6 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤

の管理者を置かなければならない。 

2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第

36 号)第 140 条の 66 第 1 号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下

「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任

介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある

場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を同項

に規定する管理者とすることができる。 

3 (略) 

 

第 7 条～第 33 条 (略) 

 

附 則 

1 (略) 

(経過措置) 

2 令和 9 年 3 月 31 日 までの間は、第 6 条第 2 項の規定にかかわらず、

介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を同条第 1 項に規定する 

管理者とすることができる。 
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現行 改正案 

 3 令和 3 年 4 月 1 日以後における前項の規定の適用については、同項中

「、第 6 条第 2 項」とあるのは「令和 3 年 3 月 31 日までに法第 46 条

第 1 項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における第

6 条第 1 項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が、主任介護支

援専門員でないものに限る。)については第 6 条第 2 項」と、「介護支援

専門員(主任介護支援専門員を除く。)を同条第 1 項に規定する」とある

のは「引き続き、令和 3 年 3 月 31 日における管理者である介護支援専

門員を」とする。 
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議案第８号 

 

   恵庭市保育に関する条例の一部改正について 

 

 恵庭市保育に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

   恵庭市保育に関する条例の一部を改正する条例 

恵庭市保育に関する条例（昭和４８年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「別表のとおり」を「次のとおり」に改め、同条に次の表を加える。 

名称 位置 定員 

すみれ保育園 恵庭市柏陽町３丁目２４番地１ ９０人 

別表を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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恵庭市保育に関する条例新旧対照表（抄） 

現行 改正案 

第 1 条～第 5 条 (略) 

 

(市立保育所の設置) 

第 6 条 児童福祉法第 35 条第 3 項の規定に基づき市が設置する保育所

(次条において「市立保育所」という。)の名称、位置及び収容定員は、

別表のとおりとする。 

 

 

 

第 7 条～第 8 条 (略) 

 

別表(第 6 条関係) 

名称 位置 定員 

すずらん保育園 恵庭市漁町394番地 90人 

すみれ保育園 恵庭市柏陽町3丁目24番地1 90人 
 

第 1 条～第 5 条 (略) 

 

(市立保育所の設置) 

第 6 条 児童福祉法第 35 条第 3 項の規定に基づき市が設置する保育所

(次条において「市立保育所」という。)の名称、位置及び収容定員は、

次のとおり とする。 

名称 位置 定員 

すみれ保育園 恵庭市柏陽町3丁目24番地1 90人
 

第 7 条～第 8 条 (略) 
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議案第９号 

 

   恵庭市花の拠点設置条例の一部改正について 

 

 恵庭市花の拠点設置条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市花の拠点設置条例の一部を改正する条例 

恵庭市花の拠点設置条例（令和２年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表中「恵庭市南島松」の次に「６０６番１３、６０６番１４、」を加え、「８３５番

２から５」を「８３５番１から７」に改め、「８３６番１」の次に「、８３６番３から６」を加

える。 

第４条第１項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 集会施設 

第４条第５項中「及び電気自動車等用急速充電設備」を「、電気自動車等用急速充電設備、

集会施設及びガーデンエリア」に改める。 

第１０条を第１１条とする。 

第９条第１項中「有料公園区域、ＲＶパーク、センターハウス及び電気自動車等用急速充電

設備」を「第４条第１項各号に掲げる公園施設及びガーデンエリア」に改め、同条を第１０条

とし、第８条を第９条とし、第７条を第８条とする。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（使用の申込） 
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第７条 第４条第１項各号に掲げる公園施設及びガーデンエリアの使用に当たっては、都市公

園条例の規定を準用する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

名称 単位 使用料 

ＲＶパーク 駐車場 １区画 宿泊 ２，５００円 

日帰り １，２５０円 

電源設備 １基 宿泊 ５００円 

日帰り ２５０円 

センターハウス

（子ども用の遊戯

に供する部分） 

小人（小学

生以下） 

１名１時間 市内在住者 

（３歳未満） 

無料 

市内在住者 

（３歳以上） 

２００円 

市内在住者で構

成される団体 

１５０円 

市内在住者以外

で構成される団

体 

２００円 

上記以外 ２５０円 

大人 １名終日 市内在住者 ２００円 

市内在住者で構

成される団体 

１５０円 

市内在住者以外

で構成される団

体 

２００円 

上記以外 ２５０円 
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電気自動車等用急

速充電設備 

１回 ５００円 

集会施設 １棟 １時間 市内在住者及び

市内在住者で構

成される団体 

５００円 

市内在住者及び

市内在住者で構

成される団体以

外の者 

６７０円 

営利目的 １，４００円 

ガーデンエリア

（移動販売車両に

よる使用に限る） 

車両１台 終日 夏期 平日 ２，５００円 

休日 ５，０００円 

冬期 平日 １，２５０円 

休日 ２，５００円 

備考 

 １ 宿泊とは午後１２時から翌日午前１０時までの利用、日帰りとは午後１２時から午後

５時までの利用のことをいう。 

２ 駐車場１区画当たりの使用料とは、センターハウス（ＲＶパーク利用者用の休憩等に

供する部分を利用する場合に限る。）の利用料金を含む。 

３ 団体とは、有料入場者１０名以上の集団をいう。 

４ 市内在住者で構成される団体とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）第６条の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている

者及び半数以上がこれらの者で構成される団体をいう。 

５ 電気自動車等用急速充電設備の１回当たりの利用時間は、３０分以内とする。 

６ 夏期とは４月１日～１０月３１日まで、冬期とはそれ以外の期間とする。 

７ 休日とは、恵庭市の休日を定める条例（平成３年条例第１０号）に規定する休日とす

る。 
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８ 移動販売車両とは、販売施設を設けて食品等を販売する形態の営業を行う自動車をい

う。 

別表第２中「及びセンターハウス」を「、センターハウス及び集会施設」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の恵庭市花の拠点設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の許

可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 
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恵庭市花の拠点設置条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

 (名称及び位置) 

第 3 条 花の拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

花の拠点 恵庭市南島松           817 番 1、817

番 3 から 5、817 番 7、817 番 8、817 番 10 から 12、

817 番 18 から 22、823 番、827 番 1、828 番 1、828

番 3 から 5、828 番 9、828 番 10、829 番 1 から 7、

831 番、832 番 1、832 番 3 から 5、833 番 2、835

番 2 から 5、836 番 1        

 

(施設等) 

第 4 条 花の拠点に、都市公園法第 2 条第 2 項の公園施設として、次の

各号に掲げる便益施設を置く。 

(1)～(7) (略) 

 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、花の拠点に必要なものとして市長が

設置するもの 

2～4 (略) 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

 (名称及び位置) 

第 3 条 花の拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

花の拠点 恵庭市南島松 606 番 13、606 番 14、817 番 1、817

番 3 から 5、817 番 7、817 番 8、817 番 10 から 12、

817 番 18 から 22、823 番、827 番 1、828 番 1、828

番 3 から 5、828 番 9、828 番 10、829 番 1 から 7、

831 番、832 番 1、832 番 3 から 5、833 番 2、835

番 1 から 7、836 番 1、836 番 3 から 6 

 

(施設等) 

第 4 条 花の拠点に、都市公園法第 2 条第 2 項の公園施設として、次の

各号に掲げる便益施設を置く。 

(1)～(7) (略) 

 (8) 集会施設 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、花の拠点に必要なものとして市長が

設置するもの 

2～4 (略) 

 

4
5



 

現行 改正案 

5 都市公園条例に定めるもののほか、花の拠点の公園施設のうち、RV

パーク、センターハウス（RV パーク利用者用の休憩等に供する部分及

び子ども用の遊戯に供する部分を利用する場合に限る。）及び電気自動

車等用急速充電設備            の使用料については、別

表第 1 に掲げるとおりとする。 

6 (略) 

 

第 5 条・第 6 条 (略) 

 

 

 

 

 

(損害賠償の義務) 

第 7 条 (略) 

 

(指定管理者) 

第 8 条 (略) 

 

(利用料金) 

第 9 条 前条の規定により指定管理者に花の拠点の管理を行わせる場合 

5 都市公園条例に定めるもののほか、花の拠点の公園施設のうち、RV

パーク、センターハウス（RV パーク利用者用の休憩等に供する部分及

び子ども用の遊戯に供する部分を利用する場合に限る。）、電気自動車等

用急速充電設備、集会施設及びガーデンエリアの使用料については、別

表第 1 に掲げるとおりとする。 

6 (略) 

 

第 5 条・第 6 条 (略) 

 

(使用の申込) 

第 7 条 第 4 条第 1 項各号に掲げる公園施設及びガーデンエリアの使用

に当たっては、都市公園条例の規定を準用する。 

 

(損害賠償の義務) 

第 8 条 (略) 

 

(指定管理者) 

第 9 条 (略) 

 

(利用料金) 

第 10 条 前条の規定により指定管理者に花の拠点の管理を行わせる場合 
 

4
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現行 改正案 

においては、有料公園区域、RV パーク、センターハウス及び電気自動

車等用急速充電設備の利用並びに行為の許可に係る料金(以下「利用料

金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。 

 

(補則) 

第 10 条 (略) 

 

別表第 1 

名称 単位 使用料 

RV パーク及びセ

ンターハウス(RV

パーク利用者用の

休憩等に供する部

分を利用する場合

に限る。) 

駐車場 1区画 1泊当

たり 

2,500 円 

ただし、センターハウス

(RV パーク利用者用の休

憩等に供する部分を利

用する場合に限る。)の利

用料金を含む。 

電源設備 1基 1泊当

たり 

500 円 

センターハウス

(子ども用の遊戯

に供する部分を利 

1 時間当たり 250 円 

 

においては、第 4 条第 1 項各号に掲げる公園施設及びガーデンエリア  

         の利用並びに行為の許可に係る料金(以下「利用料

金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。 

 

(補則) 

第 11 条 (略) 

 

別表第 1 

名称 単位 使用料 

RV パーク 駐車場 1 区画 宿泊 2,500 円 

日帰り 1,250 円 

電源設備 1 基 宿泊 500 円 

日帰り 250 円 

センターハウ

ス (子ども用

の遊戯に供す

る部分) 

小人(小学

生以下) 

1名1時間 市内在住者 

(3 歳未満) 

無料 

市内在住者 

(3 歳以上) 

200 円 

市内在住者

で構成され

る団体 

150 円 

 

 

4
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現行 改正案 

 

 

 

 

用する場合に限

る。) 

  

電気自動車等用急

速充電設備 

1 回当たり 30 分 500 円 

 

   市内在住者

以外で構成

される団体 

200 円 

上記以外 250 円 

大人 1 名終日 市内在住者 200 円 

市内在住者

で構成され

る団体 

150 円 

市内在住者

以外で構成

される団体 

200 円 

上記以外 250 円 

電気自動車等

用急速充電設

備 

1 回 500 円 

集会施設 1 棟 1 時間 市内在住者

及び市内在

住者で構成

される団体 

500 円 

   市内在住者 670 円 

 

4
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現行 改正案 

 

備考 

 1 宿泊とは午後 12 時から翌日午前 10 時までの利用、日帰りとは午後

12 時から午後 5 時までの利用のことをいう。 

2 駐車場 1 区画当たりの使用料とは、センターハウス(RV パーク利用

者用の休憩等に供する部分を利用する場合に限る。)の利用料金を含

む。 

3 団体とは、有料入場者 10 名以上の集団をいう。 

4 市内在住者で構成される団体とは、市内に住所を有し、かつ、住民

基本台帳法(昭和 42年法律第 81号)第 6条の規定により本市が備える

住民基本台帳に記録されている者及び半数以上がこれらの者で構成

される団体をいう。 

   及び市内在

住者で構成

される団体

以外の者 

 

営利目的 1,400 円 

ガーデンエリ

ア (移動販売

車両による使

用に限る) 

車両 1 台 終日 夏期 平日 2,500 円 

休日 5,000 円 

冬期 平日 1,250 円 

休日 2,500 円 
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現行 改正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 2 

名称 供用時間 休業日 

(略) 

道と川の駅花ロードえにわ(24 時

間トイレを除く。)、多目的交流物

産館及びセンターハウス     

  

(略) 

(略) 
 

5 電気自動車等用急速充電設備の 1 回当たりの利用時間は、30 分以内

とする。 

6 夏期とは 4 月 1 日～10 月 31 日まで、冬期とはそれ以外の期間とす

る。 

7 休日とは、恵庭市の休日を定める条例(平成 3 年条例第 10 号)に規定

する休日とする。 

8 移動販売車両とは、販売施設を設けて食品等を販売する形態の営業

を行う自動車をいう。 

 

 

別表第 2 

名称 供用時間 休業日 

(略) 

道と川の駅花ロードえにわ(24 時

間トイレを除く。)、多目的交流物

産館、センターハウス及び集会施

設 

(略) 

(略) 
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議案第１０号 

 

   市道の認定、変更及び廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項において準用する同

法第８条第２項の規定により、市道を次のとおり認定、変更及び廃止することについて議決を

求める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

 

市 道 認 定 路 線 

 

路線番号 路 線 名 起点終点 重要な経過地 

１５３４ 恵庭中央２６番線 
福住町３丁目１４番地２１ 

 
相生町５００番地４ 

１５３５ 恵庭東４３号線 
相生町３５番地１ 

 
相生町１７７番地２ 

１５３６ 恵庭中央３１号線 
福住町２丁目２番地２０ 

 
福住町２丁目２番地１ 
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市 道 変 更 路 線 

 

路線番号 
旧
新

路 線 名 起点終点 重要な経過地 

３９ 

旧 

南１２号島松線 

林田９０番地５ 
 

穂栄２２６番地２７ 

新 
林田９０番地５ 

 
林田１０２番地１３ 

６５ 

旧 

中島線 

相生町２４５番地 
 

中島町２丁目９番地６ 

新 
相生町４４５番地 

 
中島町２丁目９番地６ 

８４ 

旧 

漁太川沿線 

漁太５２２番地６ 
 

漁太１番地５ 

新 
漁太５２２番地６ 

 
漁太１００番地２２５ 

１０２ 

旧 

南１２号恵庭線 

漁太１番地１ 
 

漁太１２２番地１ 

新 
漁太８番地２ 

 
漁太１２２番地１ 

１４６ 

旧 

恵庭中央１番線 

栄恵町９９番地 
 

福住町３丁目１８番地１ 

新 
栄恵町９９番地 

 
末広町８１番地 

９９９ 

旧 

漁太線 

漁太１５番地１ 
 

漁太７番地 

新 
漁太１５番地１ 

 
漁太２番地１ 
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市 道 廃 止 路 線 

 

路線番号 路 線 名 起点終点 重要な経過地 

７０ 福住相生線 
福住町３丁目１４番地２１ 

 
相生町３２番地 
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市 道 認 定 路 線 

 

路線番号 路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長 

１５３４ 恵庭中央２６番線 6.0m～11.0m 218.80m 264.50m 

１５３５ 恵庭東４３号線 8.0m 65.35m 78.16m 

１５３６ 恵庭中央３１号線 6.0m 90.62m 98.55m 

 

市 道 変 更 路 線 

 

路線番号 
旧
新
別 

路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長 

３９ 
旧 

南１２号島松線 
18.18m～28.80m 3,373.90m 3,401.60m 

新 18.18m～28.80m 3,267.25m 3,294.96m 

６５ 
旧 

中島線 
5.5m～9.0m 1,207.70m 1,213.70m 

新 5.5m～9.0m 1,129.44m 1,149.04m 

８４ 
旧 

漁太川沿線 
6.0m～10.60m 2,049.50m 2,059.60m 

新 6.0m～30.07m 2,115.28m 2,139.09m 

１０２ 
旧 

南１２号恵庭線 
18.18m 2,176.60m 2,454.60m 

新 18.18m 1,963.43m 2,244.69m 

１４６ 
旧 

恵庭中央１番線 
4.5m～11.0m 686.20m 773.10m 

新 8.0m～11.0m 385.03m 476.34m 

９９９ 
旧 

漁太線 
4.0m～7.6m 469.60m 480.90m 

新 4.0m～8.0m 712.63m 723.53m 
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市 道 廃 止 路 線 

 

路線番号 路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長 

７０ 福住相生線 8.0m～11.0m 556.70m 605.10m 
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路線図  

（相生地区：新規認定）  

変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

新 規 認定 
終点 起点 
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変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

起点 終点 

変更後区間 

変更による減区間 
路線の変 更 

起点 終点 

路線図 

（相生地区：路線の変更）  

拡大図  
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変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

起点 終点 

路 線 の 廃 止 

路線図  

（相生地区：路線の廃止）  
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変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

新 規 認定 
終点 起点 

路線図 

（福住地区：新規認定）  
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路線図  

（漁太・林田地区 路線の変更）  

 

変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

路線の変 更 起点 終点 

起点 終点 

変更後区間 

変更前区間 
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議案第１１号 

 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（第１３号） 

 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１３１，８４３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３８，８６９，７１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第二表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第三表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第四表 地方債補正」による。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（追　加） （単位　千円）

4-17

4-20

3

4

2

3

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 GIGA ス ク ー ル 推 進 事 業 費 217,691

8 土 木 費 5 住 宅 費 住 宅 長 寿 命 化 改 修 事 業 費

都 市 計 画 費 島 松 駅 周 辺 再 整 備 事 業 費 47,000

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 高 度 無 線 環 境 整 備 費

60,786

8

10 教 育 費 4 社 会 教 育 費 成 人 式 費 667

第　二　表　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　　　業　　　名 金　  額

142,323

8 土 木 費 4

土 木 費 4 都 市 計 画 費 全 国 都 市 緑 化 フ ェ ア 開 催 事 業 費 18,253

6
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（追　加） （単位　千円）

第　三　表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事 項 期 間 限 度 額

令和２年度道路橋梁整備事業 令和２年度～３年度 28,204

令和２年度花の拠点整備事業 令和２年度～３年度 55,649
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 9 4
総 務 費 総 務 管 理 費 地 域 安 全 対 策 費 市 内 公 共 交 通 事 業 費 13,209 13,209

2 1 10 5
総 務 費 総 務 管 理 費 企 画 費 ふ る さ と 納 税 事 業 費 82,735 82,735

2 1 12 5
総 務 費 総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 公共施設等管理保全基金積立金 4,560 4,560

2 1 16 1
総 務 費 総 務 管 理 費 まちづくり推進基金費 ま ち づ く り 推 進 基 金 積 立 金 622,301 622,301

2 1 18 4-1
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 感 染 予 防 対 策 事 業 費 5,007 5,007 新型コロナウイルス感染予防対策物品の購入

2 1 18 4-12
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 1,800 1,800

( 保 健 課 )
2 1 18 4-14
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 学童クラブ等感染予防対策事業費 2,038 679 679 680

2 1 18 4-23
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 20,000 20,000

（ 介 護 福 祉 課 ）
2 3 1 3
総 務 費 戸 籍 住 民 戸籍住民基本台帳費 個 人 番 号 管 理 費 21,738 21,738

基 本 台 帳 費
3 1 1 10
民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 社 会 福 祉 事 業 推 進 基 金 積 立 金 12,360 12,360

3 1 3 3-1
民 生 費 社 会 福 祉 費 障 が い 者 福 祉 費 自 立 支 援 事 務 費 1,020 509 511

3 1 3 4-1
民 生 費 社 会 福 祉 費 障 が い 者 福 祉 費 障 が い 者 給 付 費 132,354 66,176 33,088 33,090

3 1 3 4-2
民 生 費 社 会 福 祉 費 障 が い 者 福 祉 費 障 が い 児 給 付 費 29,917 14,710 7,385 7,822

3 1 3 6-1
民 生 費 社 会 福 祉 費 障 が い 者 福 祉 費 更 生 医 療 給 付 費 14,099 7,050 3,525 3,524

3 1 7 1
民 生 費 社 会 福 祉 費 介 護 保 険 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 2,234 2,234

繰 出 金

社会福祉施設等に対するPCR自主検査事業の実施

新型コロナウイルス感染拡大に対応する年末年始在宅当
番診療委託の増額

説　明　資　料
（一般会計）

款 項 目 経 費 名 補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

市有地売払収入積立

えにわコミュニティバス及びえにわコミュニティタクシー運
行経費の増額

えにわ・花子さん愛情寄附積立　20,587件
ふるさと納税事業経費積立　31,179件

ふるさと納税事業費の増額

マイナンバーカード交付数の増による事業費の増額

えにわ・花子さん愛情寄附積立　1,151件

障害者自立支援給付診査支払等システム改修に伴う事
業費の増額

自立支援給付費のうち障がい者給付費の増額

介護保険特別会計への人件費繰出

利用者数の増加に伴う障がい児給付費の増額

学童クラブの登会自粛に伴う保護者負担金助成事業の
実施

自立支援医療給付費のうち更生医療給付費の増額
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3 2 4 16
民 生 費 児 童 福 祉 費 子 育 て 支 援 推 進 費 子 育 て 基 金 積 立 金 62,368 62,368 えにわ・花子さん愛情寄附積立　6,083件

4 2 1 6
衛 生 費 保 健 体 育 費 運動スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金 6,518 6,518

4 4 1 1
衛 生 費 上 水 道 費 上 水 道 費 上 水 道 事 業 費 104 104

6 1 3 4
農 林 水 産 業 費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 対 策 事 業 費 7,285 7,285

6 1 3 7
農 林 水 産 業 費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 基 金 積 立 金 16,622 16,622

8 5 1 2
土 木 費 住 宅 費 住 宅 管 理 費 住 宅 長 寿 命 化 改 修 事 業 費 60,786 21,235 39,500 51

8 5 1 3
土 木 費 住 宅 費 住 宅 管 理 費 柏 陽 ・ 恵 央 団 地 建 替 事 業 費 373 186 187

10 1 1 8
教 育 費 教 育 総 務 費 教 育 委 員 会 費 高等学校等入学準備金基金積立金 8,086 8,086

10 4 2 8
教 育 費 社 会 教 育 費 青少年女性等教育費 青 少 年 ・ 文 化 振 興 基 金 積 立 金 4,329 4,329

1,131,843 132,283 51,962 39,500 820,066 88,032

水道事業会計負担金の増額

強い農業づくり事業補助金の要望拡大

えにわ・花子さん愛情寄附積立　1,648件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　727件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　376件

柏陽・恵央団地建替事業に伴う移転補償費の増額

えにわ・花子さん愛情寄附積立　618件

国庫支出金の増額に伴う住宅長寿命化改修事業の促進

合　　　　　　　　　　　　計
一般財源の内訳
財政調整基金繰入金 27,487　繰越金 60,545
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議案第１２号 

 

令和２年度恵庭市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

令和２年度恵庭市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，０１８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１，０５５，６８９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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議案第１３号 

 

令和２年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

令和２年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２３４千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５，０８９，０６５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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議案第１４号 

 

令和２年度恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和２年度恵庭市産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，２６６千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２４１，２２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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議案第１５号 

 

   令和２年度恵庭市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 令和２年度恵庭市水道事業会計予算第５条債務負担行為をすることができる事項、期

間及び限度額に次のとおり追加する。 

事       項 期  間 限 度 額 

令和２年度水道施設整備事業 令和２年度～令和３年度 １８４，２５１千円 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 

95



96



議案第１６号 

 

   令和２年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 令和２年度恵庭市下水道事業会計予算第５条債務負担行為をすることができる事項、

期間及び限度額に次のとおり追加する。 

事       項 期  間 限 度 額 

令和２年度公共下水道整備事業 令和２年度～令和３年度 ４７，５２０千円 

 

令和３年２月１８日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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